
子
育
て
支
援
の
た
め
の

　
　
各
種
手
当
制
度
の
お
知
ら
せ

現
況
届
、
所
得
状
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

●
問
い
合
わ
せ
　
こ
ど
も
福
祉
課

　（
東
庁
舎
１
階
　
☎
33－

９
８
５
５ 

ｆ
36－

９
１
１
９
）

　
ひ
と
り
親
や
障
害
児
の
親
が
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
当
制

度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
や
相
談
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

離
婚
や
死
別
な
ど
に
よ
り
、
ひ

と
り
親
と
な
っ
た
児
童
の
養
育
者

を
対
象
に
、
生
活
の
安
定
と
、
就

労
に
よ
る
自
立
促
進
の
た
め
に
児

童
扶
養
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　

18
歳
に
達
す
る
年
の
年
度
末
ま

で
の
児
童
（
児
童
が
心
身
に
中
程

度
以
上
の
障
害
を
有
す
る
場
合
は

20
歳
未
満
ま
で
）
で
、
次
に
該
当

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
ま

た
は
母
、
父
ま
た
は
母
に
代
わ
っ

て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③�

父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
に

あ
る
児
童

児
童
扶
養
手
当

④�

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤�

父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥�

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦�

父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

⑧�

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま

れ
た
児
童

◆
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

①�

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き

②�

日
本
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

③�

父
ま
た
は
母
が
戸
籍
上
婚
姻
は

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
な
事
情
に
あ
る
と

き

◆
公
的
年
金
と
の
併
給

　

支
給
要
件
に
該
当
し
、
年
金
月

額
と
手
当
額
を
比
較
し
て
、
年
金

月
額
の
方
が
少
な
い
場
合
は
併
給

が
で
き
ま
す
。

◆
父
子
家
庭
の
支
給
要
件

　

児
童
を
監
護
し
、
か
つ
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
る
場
合

◆
支
給
額

　

表
①
の
と
お
り

◆
所
得
制
限
限
度
額
表

　

表
②
の
と
お
り

◆�

所
得
審
査
対
象
の
所
得
額
・

扶
養
人
数
を
更
正
し
た
場
合

　

本
人
や
扶
養
義
務
者
が
、
修
正

申
告
等
に
よ
り
所
得
額
や
扶
養
人

数
を
変
更
し
た
場
合
は
、
支
給
月

額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◆�

手
当
の
一
部
支
給
停
止
（
減
額
）

措
置

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

支
給
開
始
月
か
ら
５
年
を
経
過
す

る
等
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

先
に
お
送
り
し
た
「
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
」
と
必
要
な

書
類
を
添
付
し
、
現
況
届
と
併
せ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

提
出
が
な
い
場
合
は
、
一
部
支

給
停
止
（
減
額
）
措
置
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
提
出
期
限
ま
で

に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

表①児童扶養手当　支給額

表②児童扶養手当　所得制限限度額

区　分 月　額
児童加算額

第 2子 第 3子以降
1人につき

全部支給の
場合 4万2,500円 1 万40円 6,020円

一部支給の
場合 4万2,490円～ 1万30円 1 万30円～5,020円 6,010円～3,010円

扶養親族等
本　人 配偶者および

扶養義務者全部支給の場合 一部支給の場合
0 人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円
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精
神
・
知
的
ま
た
は
身
体
障
害

の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
の
福
祉

増
進
を
図
る
た
め
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　

次
に
該
当
す
る
精
神
・
知
的
ま

た
は
身
体
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
と
同
居
し
養
育
し
て
い
る

父
母
や
、
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童

と
同
居
し
養
育
し
て
い
る
方

①
１
級
該
当
児

　

療
育
手
帳
Ａ
程
度

　
身
体
障
害
者
手
帳
１・２
級
程
度

②
２
級
該
当
児

　

療
育
手
帳
Ｂ
程
度

　
身
体
障
害
者
手
帳
３・４
級
程
度

◆
支
給
額

①
１
級
該
当
児
童

　

１
人
月
額　

５
万
１
７
０
０
円

②
２
級
該
当
児
童

　

１
人
月
額　

３
万
４
４
３
０
円

◆
所
得
制
限
限
度
額

　

表
③
の
と
お
り

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

在
宅
の
重
度
の
障
害
児
に
対
し
、

そ
の
障
害
に
よ
っ
て
生
ず
る
経
済

的
な
負
担
を
一
部
軽
減
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
立
の
促
進
と
福
祉
の

増
進
を
図
る
た
め
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　

20
歳
未
満
で
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
在
宅
重
度
障
害
児

　
障
害
児
福
祉
手
当

表④障害児福祉手当　所得制限限度額

表③特別児童扶養手当　所得制限限度額

◆
支
給
額

　

１
人
月
額　

１
万
４
６
５
０
円

◆
所
得
制
限
限
度
額

　

表
④
の
と
お
り

現況届と所得状況届の提出を

◆児童扶養手当を受給されている方へ

　現況届をお送りしますので、 8月31日㈮までにご提出ください。
　現況届のご提出がないと、 8月分以降の手当が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

◆特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給されている方へ

　所得状況届をお送りしますので、 8月13日㈪～
９月14日㈮の間にご提出ください。
　所得状況届のご提出がないと、 8月分以降の手
当が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

◆提出先

　こども福祉課（東庁舎 1 階 ９ 番窓口）、または
波田支所内　西部福祉課へ。各地区地域づくりセ
ンター（支所・出張所）では受け付けできません。

扶養親族 本　人 配偶者および扶養義務者

0 人 459万6,000円未満 628万7,000円未満

1人 497万6,000円 653万6,000円

2 人 535万6,000円 674万9,000円

3 人 573万6,000円 696万2,000円

4 人 611万6,000円 717万5,000円

5 人 649万6,000円 738万8,000円

扶養親族 本　人 配偶者および扶養義務者

0 人 360万4,000円未満 628万7,000円未満

1人 398万4,000円 653万6,000円

2 人 436万4,000円 674万9,000円

3 人 474万4,000円 696万2,000円

4 人 512万4,000円 717万5,000円

5 人 550万4,000円 738万8,000円
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